
【１９８５（昭和60 ）年 日本が批准】
●日本では、批准に向けて「国籍法」が改正され、外国
人と結婚した日本の女性が自分の子に日本の国籍を持た
せられるようになりました。
●家庭科は女子のみ必修でしたが、学習指導要領が改訂
され男女選択必修科目になりました。
●労働基準法の改正や、男女雇用会均等法が制定され、
雇用における男女平等が規定されるなど、国内法が整備
されました。

●条約は前文から第30条まであり、
具体的な権利は以下の１６条です。

第 １条女性差別の定義
第 ２条締約国の差別撤廃義務
第 ３条女性の完全な発展・向上の義務
第 ４条差別とならない特別な措置
第 ５条役割に基づく偏見等の撤廃
第 ６条売買・売春からの搾取の禁止
第 ７条政治的・公的活動における平等
第 ８条国際活動への参加の平等
第 ９条国籍に関する権利の平等
第１０条教育における差別の撤廃
第１１条雇用における差別の撤廃
第１２条保健における差別の撤廃
第１３条経済的・社会的活動における

差別の撤廃
第１４条農村女性に対する差別の撤廃
第１５条法の前の平等
第１６条婚姻・家族関係における差別の撤廃

差別をするような考え方や
偏見はいけません

●女性の売買・売春を禁じ、
国は法律をつくり厳しく取り
締まらなければなりません。

締約国には、あらゆる形態の
女性の売買及び女性の売春か
らの搾取を禁止する措置（立
法を含む）を求めています。

「ジェンダー」による慣習や
性別に基づく排除や制限、区
別も含まれます。

（ジェンダーとは、生物学的な
特徴による性（sex）と異なり、
文化的・社会的につくられた性
別役割のこと。）

「男は男らしく、強く、
たくましく」

「女は女らしく、やさしく
かわいく」

「男が先、女は後」

性に基づく暴力も
女性に対する差別です

女性差別とは？

（11月２５日は女性に対する暴力撤廃国際日）

配偶者からの暴力や、性犯罪、ストーカー行為、売買春、人身取引やセクシュアルハラスメント等、
これらの暴力は、人権を侵害するものであり、決して許されない行為です。

女性に対する暴力撤廃の日から、12月10日の世界人権デーまでの１６日間は

『性差別による暴力廃絶活動の１６日間』 とされています。

『１１月１２日から２５日 は 「女性に対する暴力をなくす運動」 』 期間

憲法：
「すべての国民は、法の下
に平等であって、人種、信
条、性別、社会的身分、又
は門地により、政治的、経
済又は社会的関係において、
差別されない」ことが定め
られています。

差別に関する規定を置く
憲法、条約、法律

条例：
▶市民権及び政治的権利に
関する国際規約
（自由権規約）

▶あらゆる形態の人種差別
の撤廃に関する国際条約
（人種差別撤廃条約）

▶女子に対するあらゆる形
態の差別に関する条約

法律：
▶道路運送法
▶旅館業法
▶労働基準法
▶雇用の分野における男女
の均等な機会及び待遇の確
保等に関する法律（男女雇
用機会均等法）

女子差別撤廃条約で保障
されている権利が侵害さ
れた時、女性差別撤廃委
員会に「個人通報制度」
や「調査制度」を利用し
て救済を求めるには「選
択議定書」の批准が必要
ですが、日本はまだ実行
していません。


